
令和７年度宮城県特定健診・特定保健指導
実施状況調査結果について

～調査結果のまとめ～
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■ 調査対象年度

回答数保険者種別

３５団体市町村国保

１６団体被用者保険

３団体国保組合

５４団体合計

■ 調査対象

特定健診・特定保健指導の実施状況を調査するため、「令和７年度宮城県特定健康診
査・特定保健指導実施状況調査実施要領」に基づき５４団体に対し調査を実施した。

特定健診・特定保健指導実施状況～保険者調査概要～

■ 回答保険者数

令和７年度

※昨年度から回答依頼先が1カ所減少

（55→54カ所）。回答率100％。
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■外部委託先(複数回答) ■実施方法(複数回答)

・委託のみによる実施が４０団体（74.1％）であった。
・労働安全衛生法に基づく事業主健診や人間ドックの結果の受領により、特定健診の実施に代えてい
る団体は５４団体中３８団体（70.4％）であった。
・かかりつけ医からの健診データの授受により、特定健診の実施に代えている団体は５４団体中８団
体（14.8％）であった。
・委託先は、主に医師会や医療機関、健診事業であった。
・個別健診と集合健診の組合せを実施している団体は79.5％であった。

特定健康診査の状況について ～実施体制～

その他健診事業者
医師会

医療機関

14238保険者数

02929市町村国保

074被用者保険（被保険者）

143（被扶養者）

022国保組合

個別健診と
集合健診の

組合せ

集合健診
のみ

個別健診
のみ

5887保険者数

2951市町村国保

1423被用者保険（被保険者）

1312（被扶養者）

201国保組合

かかりつけ医か
らの健診データの

授受

事業主健診や人間
ドック結果受領によ
り特定健診に代えて

いる

直営のみ
外部委託と
直営との
組合せ

外部委託のみ

8 38 0 7 40 保険者数

6 12 0 7 29 市町村国保

1 15 0 0 1 被用者保険（被保険者）

1 9 0 0 7 （被扶養者）

0 2 0 0 3 国保組合

3

■実施体制(複数回答)



■ 把握方法(複数回答) ■ 把握していない理由

・特定健診除外対象者を把握しているのは３３団体（68.8％）であった。

特定健康診査の状況について ～特定健診除外対象者の把握～

・特定健診データ管理システム

・KDBシステム

・住民基本台帳

・施設入所者名簿

・障害サービス利用状況調査

・本人、家族からの申出

・対象者が多い

・マンパワー不足

・詳しい除外理由を把握しきれない

（居住地特例の理由から複数部署に照会

が必要等）

計していないしている

481533保険者数
27324市町村国保
202被用者保険（被保険者）
17116（被扶養者）
211国保組合
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■委託基準の作成 ■委託業者との定期的な打合せ

・委託の選定基準を設けている保険者は３１団体（57.4％）であったが、委託業者と定期的な打合せ
や評価及び改善策の検討はある程度実施されており（打合せ：３９団体（72.2％））、特に市町村国
保では１団体を除き実施されていた。
・約５割の保険者が委託先で内部精度管理及び外部精度管理が行われていることを確認していた。
（内部：２９団体（53.7％）、外部：２２団体（40.7％））。

特定健康診査の状況について～外部委託する際の質の確保等の取組～

計なしあり

512031保険者数

35827市町村国保

541被用者保険（被保険者）

862（被扶養者）

321国保組合

計行っていない行っている

46739保険者数

35134市町村国保

110被用者保険（被保険者）

844（被扶養者）

211国保組合

■外部精度管理の実施
※外部精度管理：特定健診を行うもの以外が行う精度管理第三者による評価

■内部精度管理の実施
※内部精度管理：特定健診を行うものが自ら行う精度管理で特定健診
の精度を適切に保つこと

計行っていない行っている

461729保険者数

35728市町村国保

110被用者保険（被保険者）

880（被扶養者）

211国保組合

計行っていない行っている

381622保険者数

27621市町村国保

110被用者保険（被保険者）

880（被扶養者）

211国保組合
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■ 未受診者への受診勧奨

■ 受診勧奨の方法

※受診勧奨の工夫

・対象者の健康意識や受診歴に合わせた文書を作成 ・封書ではなくハガキで勧奨（手間が減る）

・ナッジ理論を活用した文書を作成 ・他の保険者と共同実施している

・約８割の保険者は未受診者に対して、文書送付や電話等による受診勧奨を実施していた（５５団体、
82.1％）。広報誌を活用した周知を取り入れているとの回答が複数見られた。
・受診勧奨の方法は、文書送付を実施している保険者が４３団体（55.1％）であった。
・未受診理由について把握していないと回答した保険者が約４割（２８団体、40.6％）であった。
・未受診理由は、就労世代は「多忙のため」、高齢者は「定期的に医療機関に通院しているため（治
療中含む）」が多い。

特定健康診査の状況について～未受診者対策～

計
実施

していない
実施

している

671255保険者数

35233市町村国保

1358被用者保険（被保険者）

16412（被扶養者）

312国保組合

■ 未受診理由の把握
把握して
いない

一部のみ把握全数把握

28380保険者数

7260市町村国保

950被用者保険（被保険者）

1150（被扶養者）

120国保組合

SNS訪問電話文書送付

84743保険者数

63432市町村国保

1122被用者保険（被保険者）

1008（被扶養者）

0011国保組合
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■特定健診の受診率向上のために工夫している取組等（複数回答）

・受診率向上のための取組としては、「がん検診との同時受診（４８団体、88.9％）」、
「自己負担の無料化（４５団体、83.3％）」、「受診勧奨通知の工夫（４２団体、
77.8％）」、「夜間や休日健診の実施（３７団体、68.5％）」、「インセンティブの付与
（２１団体、38.9％）」など様々な取組が実施されていた。

特定健康診査の状況について～特定健診受診率向上の取組～
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計国保組合
被用者保険
（被扶養者）

被用者保険
（被保険者）

市町村国保取組

4838334がん検診との同時受診

45312525自己負担の無料化

4228428受診勧奨通知の工夫（チラシや封筒等）

3721034夜間や休日健診の実施

2103315インセンティブの付与（健康ポイント等）

2023105
職域（事業所）との連携（事業主からの健診や人間ドックのデータの
授受）

1000010地域人材の活用（保健推進員等による受診勧奨）

70007健診会場での託児サービスの実施

60006かかりつけ医からの健診データの授受

40004個別訪問による受診勧奨

30120特になし

20002医療保険者間の連携

100424その他



・取組の経年変化は目立ったものはなく、上位３位は同一項目になっている。（「がん検
診との同時受診」、「自己負担の無料化」、「受診勧奨通知の工夫」）
・職域（事業所）との連携（事業主からの健診や人間ドックのデータの授受）はR6までは
増加傾向だったが、R7は減少している。

特定健康診査の状況について～特定健診受診率向上の取組～
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■ 特定健診の受診率向上に当たって課題(複数回答)

・健康への意識が低い、健診受診の必要性を理解していない（３７団体、68.5％）
・治療中や定期通院を理由に受診しない人が多い（３３団体、61.1％）。
・未受診者対策（３０団体、55.6％）。

特定健康診査の状況について～特定健診受診率向上に当たっての課題～
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計国保組合
被用者保険
（被扶養者）

被用者保険
（被保険者）

市町村国保課題

37210421健康への意識が低い，健診受診の必要性を理解していない

3316125治療中や定期通院を理由に受診しない人が多い

3037416未受診者対策

2322217就労世代へのアプローチ

1201011医療機関との連携

82204実施体制に関すること（実施方法，マンパワー等）

71411対象者への周知方法

60042職域との連携

50050特になし

30003委託先との連携

20110その他



■ 健診実施の有無 ■ 対象年齢

・下限は 16～20歳、上限は 39歳で

設定されている保険者が多い

・４６団体（86.8％）の保険者が実施している。
・健診項目は特定健診と同様としている団体が多い。

特定健康診査の状況について
～特定健診対象者ではない４０歳未満の方に対する健診～

■ 実施理由

・健康意識と健診等の実施率向上のため

・早期にメタボリックシンドロームへの移行を予防

・生活習慣病の早期発見・早期治療につなげるため

・医療費適正化に資するため
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４０歳未満を対象とした健診を実施している保険者数

（R4～R７）

市町村国保 被用者保険 国保組合

計していないしている

53746保険者数

35431市町村国保

15312被用者保険

303国保組合



■ 実施状況

■ 周知啓発目的、内容

・４０歳以降に発症する可能性のある病気な
どの周知を行うことで、予防対策に繋げる

・生活習慣病等のリスク及び健診受診の大切
さを周知

・健診結果の見方等のリーフレットや、一目
で健診結果が経年で分かる資料を送付

・４１団体（78.8％）の保険者が実施しており、「40歳未満健診の周知リーフレットを配
布」、「健診受診票送付時に啓発チラシを同封する」などにより、若い世代への周知・啓
発が行われていた。

特定健康診査の状況について
～特定健診対象者ではない４０歳未満の方に対する健康意識の課題と

健診等の実施率向上のための周知・啓発状況～

計していないしている

521141保険者数

35629市町村国保

14410被用者保険

312国保組合

■ 実施していない理由
・４０歳未満の被保険者へは、広報又は町ホーム
ページを活用し、全体に対しての周知を行ってい
る。

・若い世代に特化した周知などは行っておらず、
全世代に関わる健康情報の発信にとどまっている

・マンパワー不足 11
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■ ICTを活用した保健指導の実施方法

〇委託の選定基準を設けている保険者
R6 24団体（43.6％）→ R7 31団体（57.4％）【13.8ポイント↑】

〇委託業者と定期的な打合せや評価及び改善策の検討をしている保険者
R6 38団体（69.1％）→ R7 39団体（72.2％）【3.1ポイント↑】

〇未受診理由を把握していない保険者
R6 32団体（46.3％）→ R7 28団体（40.6％）【5.7ポイント改善】

〇４０歳未満の方に対する健康意識の課題と健診等の実施率向上のための周知・
啓発を行っている保険者

R6 36団体（66.7％）→ R7 41団体（78.8％）【12.1ポイント↑】

特定健康診査の状況について ～昨年度からの主な改善点～
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■ ICTを活用した保健指導の実施方法

１．委託業務の質を高める体制整備の推進
・委託業者との定期的な打合せや評価・改善策の検討している団体の増加

→ 委託の質を担保しようとする保険者の意識が高まっている。

２．未受診理由の把握状況の改善
・未受診理由を把握していない保険者が減少。

→ 依然として一定数は把握できていないものの、未受診者の背景を把握し、
課題を可視化しようとする動きが進んでいる。

３．若年層（40歳未満）へのアプローチ強化
・40歳未満の健康意識の課題把握や、周知・啓発を行っている保険者が増加

→ 将来の生活習慣病予防を見据え、若年層からの健康意識醸成・健診受診
促進に力を入れ始めていることがうかがえる。

４．受診率向上施策は高水準で定着
・未受診者への受診勧奨は、R5→R6で高水準を維持しつつ微増。
・自己負担の無料化やがん検診との同時受診は、R6時点で9割前後の団体が実施

→ 受診しやすい環境づくりに関する取組は、すでに多くの保険者で定着
している

特定健康診査の対策の傾向
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■ 実施体制（複数回答）

■ 特定健診の積極的支援を委託している場合の委託内容について（複数回答）

・９割近い保険者が「委託」又は「直営と委託との組合せ」で実施しており、主たる委託内容は
「保健指導の実施」、「対象者への通知」等であった。
（積極的支援：６３団体（91.3%）、動機付け支援：６２団体（89.9%））

特定保健指導の状況について ～実施体制～

計委託のみ直営+委託直営のみ

積極的支援

6944196保険者数

3516154市町村国保

161231被用者保険（被保）

151311（被扶）

3300国保組合

計委託のみ直営+委託直営のみ

動機付け
支援

6844186保険者数

3516154市町村国保

161231被用者保険（被保）

141301（被扶）

3300国保組合

計その他保健指導
未利用者への

案内通知
(電話，訪問含む）

案内通知
対象者への案内（利用券や
情報提供用資料等）の作成

積極的支援
135162192825保険者数

77131131814市町村国保

29015356被用者保険（被保）

23013235（被扶）

603120国保組合

計その他保健指導
未利用者への

案内通知
(電話，訪問含む）

案内通知
対象者への案内（利用券や
情報提供用資料等）の作成

動機付け
支援

137163212626保険者数

77131131814市町村国保

30015537被用者保険（被保）

24014235（被扶）

603120国保組合
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■委託契約期間中に委託業者と定期的な打合せ実施状況 ■委託業者と共に事業の評価や改善策の検討の実施状況

・約７割の保険者が委託業者と定期的な打合せを行い、進捗管理を実施していた。
（積極的支援：４７団体（74.6%）、動機付け支援：４７団体（74.6%））
・約８割の保険者が委託業者と共に事業評価や改善策の検討を行っていた。
（積極的支援：５１団体（81.0%）、動機付け支援：４９団体（77.8%））

特定保健指導の状況について ～外部委託する際の質の確保の取組状況～

計
実施して
いない

定期的に打合せを実施し，
進捗管理している

積極的支援

631647保険者数

31427市町村国保

15510被用者保険（被保）

1459（被扶）

321国保組合

計
実施して
いない

定期的に打合せを実施し，進
捗管理している

動機付け
支援

631647保険者数

31427市町村国保

15510被用者保険（被保）

1459（被扶）

321国保組合

計
実施して
いない

実施して
いる

積極的支援
631251保険者数

31130市町村国保

15411被用者保険（被保）

1459（被扶）

321国保組合

計
実施して
いない

実施して
いる

動機付け
支援

631449保険者数

31130市町村国保

15510被用者保険（被保）

1468（被扶）

321国保組合
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（積極的支援 R3～R7）

市町村国保 被用者保険（被保） 被用者保険（被扶） 国保組合
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定期的な打合せを実施し、進捗管理している保険者数

（積極的支援 R4～R7）

市町村国保 被用者保険（被保） 被用者保険（被扶） 国保組合



■ 対策種別

・特定保健指導未利用者へは、約８割の保険者が電話や文書送付中心の働きかけを実施していた。（積極的支援：６
６団体（66.0%）、動機付け支援で６６団体（68.0%））訪問等マンパワーを要する支援件数は少なく市町村国保のみ
実施している。
・未利用理由について把握していないと回答した保険者が約３割であった。（積極的支援：動機付け支援共に：１６
団体（約27%））
・全体的には「多忙」が最も多く、次いで「通院中（治療中）」、「必要性を感じない」となっている。
・４０～６０代は「多忙」が最も多く、７０代は「通院中（治療中）」が最も多い。

特定保健指導の状況について ～未利用者対策～
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■ 未利用理由の把握

文書送付に

よる案内

電話による

案内

訪問による

案内

働きかけは行って

いない
その他 計

保険者数 32 34 6 24 4 100
市町村国保 19 28 6 5 3 61
被用者保険（被保） 6 4 0 9 1 20
　　　　　（被扶） 5 1 0 9 0 15
国保組合 2 1 0 1 0 4

文書送付に

よる案内

電話による

案内

訪問による

案内

働きかけは行って

いない
その他 計

保険者数 29 37 6 21 4 97
市町村国保 17 27 6 6 2 58
被用者保険（被保） 5 6 0 7 1 19
　　　　　（被扶） 5 3 0 7 1 16
国保組合 2 1 0 1 0 4

積極的支援

 動機付け支援

全数把握 一部把握
把握して
いない

その他 計

保険者数 4 36 16 2 58
市町村国保 3 26 5 1 35
被用者保険（被保） 1 5 4 0 10
　　　　　（被扶） 0 4 5 1 10
国保組合 0 1 2 0 3

全数把握 一部把握
把握して
いない

その他 計

保険者数 4 38 16 1 59

市町村国保 3 25 6 1 35
被用者保険（被保） 1 7 6 0 14
　　　　　（被扶） 0 5 2 0 7

国保組合 0 1 2 0 3

積極的支援

 動機付け支援
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未利用理由を把握していない保険者数

（積極的支援 R3～R7）

市町村国保 被用者保険（被保）

被用者保険（被扶） 国保組合



■ 積極的支援

■ 動機付け支援

・約８割の保険者が健診当日に初回面接を実施していた。（積極的支援：５０団体
（92.6％） 動機付け支援：５２団体（96.3%））
・その他、「利用勧奨方法の工夫」、「委託事業者との連携」、「夜間や休日の保健指導
の実施」など様々な取組が行われていた。

特定保健指導の状況について ～特定保健指導実施率向上の取組～
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計国保組合
被用者保険
（被扶養者）

被用者保険
（被保険者）

市町村国保取組

5039929健診当日に初回面接を実施

4319924利用勧奨方法の工夫（案内文書，チラシ等）

3615723委託事業者との連携

3003522夜間や休日の保健指導の実施（利用しやすい環境の整備）

2824418インセンティブの付与（健康ポイント，施設利用券等）

2525108ＩＣＴを活用した保健指導の実施（オンライン保健指導）

2102613個別訪問による保健指導の実施

180585電子メールによる継続支援

170566ＩＣＴを活用した保健指導の実施（タブレット端末やアプリ等）

1200111保健指導従事者の人材育成

50005特になし

52120その他

計国保組合
被用者保険
（被扶養者）

被用者保険
（被保険者）

市町村国保取組

523101029健診当日に初回面接を実施

36121023利用勧奨方法の工夫（案内文書，チラシ等）

2902522夜間や休日の保健指導の実施（利用しやすい環境の整備）

2912323委託事業者との連携

2824418インセンティブの付与（健康ポイント，施設利用券等）

2526107ＩＣＴを活用した保健指導の実施（オンライン保健指導）

2002513個別訪問による保健指導の実施

170674電子メールによる継続支援

160565ＩＣＴを活用した保健指導の実施（タブレット端末やアプリ等）

1100110保健指導従事者の人材育成

60015特になし

52120その他



・「ICTを活用した保健指導の実施」が増加している一方で、「個別訪問による保健指導の
実施」が減少傾向。
・「健診当時に初回面談を実施」や「夜間や休日の保健指導の実施」が増加

特定保健指導の状況について ～特定保健指導実施率向上の取組～
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保健指導従事者の人材育成
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■ 特定保健指導の実施率向上に当たって課題

「健康への意識が低い、特定保健指導の必要性の理解不足」４４団体(81.5％)、「特定保健
指導未利用者への対応」３９団体(72.2％) 、「リピーターへの対応」３７団体（68.5％）に
ついて課題と感じている保険者が多かった。

特定保健指導の状況について
～特定保健指導実施率向上に当たっての課題～
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計国保組合
被用者保険
（被扶養者）

被用者保険
（被保険者）

市町村国保課題

442101121健康への意識が低い，特定保健指導の必要性の理解不足

3938820特定保健指導未利用者への対応

37171019リピーター（毎年特定保健指導該当者となっている方）への対応

3223324就労世代へのアプローチ

2415513実施体制に関すること（実施方法，マンパワー等）

140338特定保健指導中断者への対応

30111委託先との連携

20002特になし

00000その他



〇委託業者との定期的な打合せ、進捗管理の実施
【積極的支援】 R6 43団体(69.4％) →R7 47団体（74.6%）【5.2ポイント↑】
【動機付け支援】R6 43団体(69.4％) → R7 47団体（74.6%）【5.2ポイント↑】

〇委託業者と共に事業評価、改善策の検討を実施
【積極的支援】 R6 45団体(75.0％) →R7 51団体（81.0%）【6.0ポイント↑】
【動機付け支援】R6 45団体(75.0％) → R7 49団体（77.8%）【2.8ポイント↑】

〇未利用理由の未把握【積極的支援：動機付け支援、共に】
R6 29団体（42.6%）→ R7 16団体（27%） 【15.6ポイント改善】

〇特定保健指導実施率向上のために工夫している取組
夜間や休日の保健指導の実施【積極的支援】：

R6 27団体（50.0％） →R7 30団体（55.6％） 【5.6ポイント↑】
夜間や休日の保健指導の実施【動機付け支援】

R6 27団体（50.0％） →R7 29団体（53.7％） 【3.7ポイント↑】

特定保健指導の状況について ～昨年度からの主な改善点～

20



特定保健指導の対策の傾向
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１．委託業者との連携体制の促進
・定期的な打合せ・進捗管理の実施団体が増加傾向で、R7は約75％の団体が実施。
・事業評価や改善策の検討を行っている団体も増加傾向

→ 保険者と委託業者が継続的に状況共有し、事業を管理する体制が定着しつつある。
→ 単なる実施にとどまらず、PDCAを意識した事業運営に移行してきている。

２．未利用理由の把握状況の改善
・未利用理由を把握している団体が増加

→ 未利用者の背景把握が進み、課題認識が明確化してきた。
→ 理由に応じた対策の取組の確認が必要

３．実施率向上に向けた具体的取組の広がり
・「対面での保健指導」から「ICTを活用した保健指導」に実施体制が移行しつつある。
・一方で、「ICTを活用した保健指導」は取組数全体から見ると半数程度の実施に留まっ
ている。

・「健診当日の初回面接」や「利用勧奨方法の工夫（案内文書，チラシ等）」の実施率
は保険者の約８～９割が実施と維持されている。
→ 対象者の受けやすさを意識した取組が年々広がっており、実施率向上を狙った取
組が定着しつつある。

→ ICTを活用した保健指導の促進が必要


